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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、持株会社体制の下、親会社である当社が企業グループ全体を統括管理することに
より、経営の透明性向上およびコンプライアンスの徹底を図り、健全な企業経営と持続的な事業成長を実現することにあります。

　当社は、グリーンエネルギー事業（電力インフラ）、グリーンデジタル事業（電力の高付加価値利用）、グリーンリサイクル事業（資源循環）、グリー
ンファイナンス事業（GX投資）を中核事業とし、当社および主要子会社を含む連結子会社9社から成る企業グループを形成しております。

　持株会社体制を通じて、各事業部門の責任と権限を明確にし、機動的なグループ経営を行うことで、グループ内の相乗効果を発揮し、市場競争
力の強化および企業価値の向上を目指しております。

　当社のコーポレート・ガバナンス体制においては、当社の代表取締役および取締役が、グループ会社の代表取締役または取締役を兼任する体
制を採用しており、グループ全体の事業戦略の策定、経営管理および経営資源の最適配分を行っております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

　当社は、企業規模および事業の成長段階を踏まえ、コーポレートガバナンス・コードの各原則の一部について、現時点では実施していないもの
があります。

これらについては、経営の効率性および迅速な意思決定を重視した結果によるものであり、当社の成長段階に即した体制であると考えておりま
す。

　なお、当社は独立社外取締役2名を選任しており、取締役会においては、社外取締役の客観的かつ中立的な立場からの意見を踏まえ、当該原
則の趣旨を十分に意識した審議・意思決定を行っております。

　今後につきましては、事業の成長や組織体制の拡充に応じて、各原則の実施状況について継続的に検討し、必要に応じてガバナンス体制の高
度化を図ってまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【基本的な考え方】

　当社は、企業価値の持続的な向上を図るため、経営の透明性および健全性の確保を重視し、コーポレートガバナンス体制の充実に取り組んで
おります。

原則1：株主の権利・平等性の確保

　当社は、株主の権利が適切に行使されるよう、株主総会の円滑な運営および必要な情報の提供に努めております。

原則2：ステークホルダーとの適切な協働

　当社は、株主、取引先、従業員等のステークホルダーとの信頼関係を重視し、法令を遵守するとともに、公正かつ誠実な事業活動を行っておりま
す。

原則3：適切な情報開示と透明性の確保

　当社は、法令および東京証券取引所の規則に基づく開示を適切に行うとともに、経営方針および事業状況について、投資家にとって有用な情報
の開示に努めております。

原則4：取締役会の責務

　【取締役会の役割】 取締役会は、経営の基本方針および重要事項の意思決定を行うとともに、業務執行の監督機能を担っております。

　【独立社外取締役】 当社は、独立社外取締役2名を選任しており、取締役会における意思決定の客観性および透明性の確保に努めております。

　　　　　　　　　　　　　社外取締役からは、専門的見地および中立的な立場からの助言・意見を得ております。

　【指名・報酬委員会】当社は、指名委員会および報酬委員会は設置しておりませんが、取締役の選任および報酬については、取締役会において
社外取締役の意見を踏まえ、適切に審議・決定しております。

　　　　　　　　　　　　　 今後については、企業規模および成長段階を勘案し、体制の在り方を検討してまいります。

原則5：株主との対話

　当社は、株主および投資家との建設的な対話を重視しており、経営陣および担当部門が連携して適切に対応しております。



【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

記載内容 取組みの開示（初回）

英文開示の有無 無し

該当項目に関する説明

　当社は、資本コストを意識した経営が重要であると認識しており、事業計画および投資判断において収益性を考慮しております。

　今後は、事業の成長に応じて資本効率を意識した経営指標の活用を検討してまいります。

２．資本構成

外国人株式保有比率 20%以上30%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

株式会社ＭＣ 80,000,000 26.27

トウカイトウキョウセキュリティーズアジアリミテッド 36,354,600 11.94

ORCHID PLUS PTE.LTD. 28,222,100 9.26

GOLDEN STONE GROWTH CORPORATION LIMITED 8,000,000 2.62

古月　程子 7,012,200 2.30

株式会社グハギ 6,896,600 2.26

江川　麗子 4,449,200 1.46

RIHUAXING INVESTMENT LTD 2,500,000 0.82

BNP PARIBAS SINGAPORE/2S/JASDEC/UOB KAY HIAN PRIVA

TE LIMITED
2,000,000 0.65

西川　龍文 1,935,000 0.63

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

　大株主の状況は、2025年12月31日現在の状況を記載しております。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 グロース

決算期 12 月

業種 情報・通信業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満



４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

　特記事項はありません。

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 3 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

福田　健 他の会社の出身者

近藤　哲也 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由



福田　健 ○

　当社株式30,000株を保有しております
が、それ以外に資本的関係、人的関係、
取引関係その他の利害関係はありませ
ん。

　政策立案及び立法活動に係る知識を有する
ことから、社外取締役に選任しております。

　当社と福田氏との間に株式保有以外の特別
な関係はありません。

　また、一般株主と利益相反を生じるおそれが
なく、客観的立場で経営全般に対する牽制機
能を果たすことができると判断し、独立役員に
指定しております。

近藤　哲也 ○ ―――

　過去の社外取締役及び社外監査役の経験
や、弁護士としての専門知識と幅広い経験を有
することから、社外取締役に選任しております。

　当社と近藤氏との間に特別な関係はありませ
ん。

　また、一般株主と利益相反を生じるおそれが
なく、客観的立場で経営全般に対する牽制機
能を果たすことができると判断し、独立役員に
指定しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 6 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　当社においては、監査の実効性向上を目的として、監査役、会計監査人および内部監査部門が相互に連携を図っております。

　具体的には、事業年度および半期の監査計画について相互に説明を行い、意見交換を実施しております。

　また、監査結果については、四半期ごとに報告会を開催し、相互に報告および意見交換を行うほか、必要に応じて随時情報共有を行っておりま
す。

　さらに、会計監査期間中においても、適宜情報交換を行い、監査上の課題や留意点について相互に認識を共有することで、監査の実効性およ
び透明性の確保に努めております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

鈴木　好一 他の会社の出身者

濵本　匠 弁護士

髙木　貴子 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」



a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

鈴木　好一 ○ ―――

　政党職員として事務方の幹部を長年務め、組
織運営に係る幅広い知識と豊富な経験を有す
ることから、社外監査役に選任しております。

　当社と鈴木氏との間に特別な関係はありませ
ん。

　また、一般株主と利益相反を生じるおそれが
なく、客観的立場で経営全般に対する牽制機
能を果たすことができると判断し、独立役員に
指定しております。

濵本　匠 ○ ―――

　弁護士としての専門知識と幅広い経験を有す
ることから、社外監査役に選任しております。

　当社と濵本氏との間に特別な関係はありませ
ん。

　また、一般株主と利益相反を生じるおそれが
なく、客観的立場で経営全般に対する牽制機
能を果たすことができると判断し、独立役員に
指定しております。

髙木　貴子 ○ ―――

　経営や業務運営に関する豊富な経験や知見
を有することから、社外監査役に選任しており
ます。

　当社と髙木氏の間に特別な関係はありませ
ん。

　また、一般株主と利益相反を生じるおそれが
なく、客観的立場で経営全般に対する牽制機
能を果たすことができると判断し、独立役員に
指定しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 5 名

その他独立役員に関する事項

　特記事項はありません。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

その他

該当項目に関する補足説明



　当社における取締役の報酬限度額は、2005年3月30日開催の第11期定時株主総会の決議により、年額600百万円以内（使用人兼務取締役の
使用人分給与を除く。）としております。

　また、2020年3月26日開催の第26期定時株主総会の決議により、取締役に対し、当社の企業価値の持続的な向上に向けたインセンティブを付与
するとともに、株主との価値共有を一層推進することを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。

　同制度に基づく報酬額は、上記の報酬限度額とは別枠で、年額10百万円以内（うち社外取締役分は2百万円以内、使用人分給与を除く。）として
おります。

なお、各取締役への具体的な支給時期および配分については、取締役会において決定いたします。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、社外取締役、社内監査役、社外監査役、従業員、子会社の取締役

該当項目に関する補足説明

　当社は、中長期的な業績拡大および企業価値の向上を目的として、役職員の意欲および士気の向上ならびにグループ全体の結束力強化を図
るため、当社の取締役、監査役、従業員および当社子会社の取締役に対し、有償にて新株予約権を発行しております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

　当社では、報酬等の総額が１億円以上となる役員が存在しないため、役員報酬の個別開示は行っておりません。

　なお、取締役、監査役および社外役員の報酬については、それぞれ総額を有価証券報告書および事業報告書において開示しております。

　2025年12月期における役員報酬等の総額は24,150千円であり、その内訳は以下のとおりです。

・取締役（社外取締役を除く）　２名

　報酬等の総額　12,000千円

　（基本報酬12,000千円、譲渡制限付株式報酬 ― 千円）

・監査役（社外監査役を除く）　1名

　報酬等の総額　300千円

・社外役員　　　　　　　　 　　　4名

　報酬等の総額　11,850千円

　（基本報酬11,850千円、譲渡制限付株式報酬 ― 千円）

※2025年12月期においては、譲渡制限付株式報酬の付与はありませんでした。

※取締役（社外取締役を除く）の報酬等の総額には、2025年12月期中に退任した取締役Ⅰ名を含んでおります。

※2025年12月末現在の役員構成は、取締役（社外取締役を除く）1名、監査役（社外監査役を除く）1名、社外役員4名であります。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

【取締役の報酬等の決定に関する方針】

a．基本方針

　当社の取締役（監査等委員である取締役、社外取締役および非常勤取締役を除く。）の報酬は、会社の規模および業績を踏まえ、各人の役職お
よび職責に応じた固定報酬ならびに、中長期的な企業価値向上に資するインセンティブとしての譲渡制限付株式により構成するものとします。

　一方、社外取締役の報酬については、経営の監督機能を十分に発揮する観点から、業績に連動しない固定報酬のみとします。



b． 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

　基本報酬は、月例の固定報酬とし、会社の規模および業績を考慮した上で、各人の役職、職責等を総合的に勘案して決定します。

　取締役の基本報酬の限度額は、2005年3月30日開催の第11回定時株主総会の決議により、年額600百万円以内（ただし、使用人分給与は含ま
ない。）とします。

c． 業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針

　当社は、業績連動報酬は採用せず、株主との価値共有の促進および企業価値の持続的向上に向けたインセンティブを明確にすることを目的と
して、非金銭報酬として譲渡制限付株式を採用しております。

　対象取締役に対しては、取締役会決議に基づき、定時株主総会で承認された範囲内において金銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権の全
部を現物出資することにより、譲渡制限付株式の割当を行います。また、割当の際には、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を
締結いたします。

　譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額は、2020年3月26日開催の第26期定時株主総会の決議により、基本報酬の限度額
とは別枠で、年額10百万円以内（うち社外取締役分は2百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。）とします。

d． 金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

　取締役が中長期的な企業成長に貢献するとともに、株価変動のメリットおよびリスクを株主と共有し、株価上昇ならびに企業価値向上への貢献
意欲が高まるよう、最も適切な支給割合を定めるものとします。

e． 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

　取締役の個人別の報酬等の内容については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長にその決定を委任します。代表取締役社長は、株主総
会において承認を得た報酬等の上限額の範囲内において、前各項の方針に従い決定するものとします。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　社外取締役および社外監査役は、取締役会のほか、重要な会議に出席し、必要に応じて取締役および使用人に対して報告を求め、説明を受け
る体制としております。

　また、社外取締役および社外監査役の職務の円滑な遂行を支援するため、管理本部が窓口となり、適時必要な情報の提供および連絡調整を行
うなど、社内におけるサポート体制を整備しております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

　当社は、意思決定および業務執行の監督機関として取締役会を設置するとともに、取締役の職務執行を監査・監督する機関として監査役会を設
置しております。

　取締役会は、原則として月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、経営上の重要事項の意思決定および業務執行状況の監督を行って
おります。

　監査役会についても原則として月1回開催し、必要に応じて臨時に開催することで、取締役の職務執行および内部統制システムの構築・運用状
況の監査を行っております。

　また、独立役員である社外取締役は、経営課題等について独立した立場から助言・監督を行っており、独立役員である社外監査役を含む監査役
および監査役会が、取締役の職務執行の適法性および妥当性を監査することで、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制を構築しておりま
す。

【取締役会】

　取締役会は、取締役３名（うち社外取締役2名）および監査役3名（うち社外監査役3名）の出席のもと、原則として月1回定期的に開催しており、必
要に応じて臨時取締役会を開催しております。

　取締役会においては、「取締役会規程」「職務権限規程（決裁権限表を含む）」および「関係会社管理規程」等の諸規程に基づき、経営に関する
重要事項の審議・決定を行うとともに、取締役の職務執行に関するコンプライアンスの確保および業務執行の監督を行っております。

【監査役会】

　監査役会は、監査役3名（うち社外監査役3名）で構成され、原則として月1回定期的に開催しており、必要に応じて臨時監査役会を開催しており
ます。

　監査役は、取締役会への出席や重要会議への出席等を通じて、取締役の職務執行の状況を監査するとともに、監査役会において監査結果の
報告および協議を行っております。また、監査計画の策定や監査実施状況等について、監査役相互の情報共有を図っております。

【会計監査人】

　当社は、会計監査人として監査法人アリアと監査契約を締結しております。

　同監査法人は、会社法および金融商品取引法に基づき、年間監査計画に従って会計監査を実施しております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は、取締役相互による監督機能および監査役による経営監視が適切に機能していることから、経営の監督と業務執行の機能を明確に分離
するため、監査役会設置会社のコーポレート・ガバナンス体制を採用しております。

　監査体制においては、常勤監査役を中心として、社外監査役とともに、監査役会として策定した年間監査計画および重点課題に基づき監査を実
施しております。



　また、監査役会は、管理本部および会計監査人と連携を図りながら、監査の実効性向上に努めております。

　これらの監査を通じて認識された課題等については、社外取締役を含む取締役会に報告され、経営に反映される体制としております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
　当社は、株主の利便性向上および情報提供の迅速化を図るため、定時株主総会の招
集通知について、Webサイトによる開示を行っております。

　また、法令に基づき、株主総会開催日の14日前までに開示することとしております。

集中日を回避した株主総会の設定
　当社は、株主が株主総会に出席しやすい環境を整備するため、いわゆる集中日を回避
して株主総会を開催しております。

　第32期定時株主総会は、2026年3月26日に開催しました。

電磁的方法による議決権の行使
　当社は、株主の利便性向上を図るため、電磁的方法による議決権行使として、インター
ネットによる議決権行使を実施しております。

その他
　当社は、株主の利便性向上および情報提供の充実を図るため、株主総会招集通知、連
結および単体の計算書類、株主総会参考資料ならびに株主総会会場案内図を当社ホー
ムページに掲載しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表

　当社は、現時点ではディスクロージャーポリシーを文書として定めておりませ
んが、法令および東京証券取引所の規則に基づき、適時・適切な情報開示を
行うことを基本方針としております。

　今後につきましては、必要に応じてディスクロージャーポリシーの策定・公表
を検討してまいります。

IR資料のホームページ掲載

　当社は、IRに関する専用ページ（https://www.ef-hd.com/ir/index.html）を当
社ホームページ上に設け、決算短信等の決算情報、決算情報以外の適時開
示資料、有価証券報告書および四半期報告書、決算説明会資料、株主総会
の招集通知ならびに最新の財務データ等を掲載し、積極的な情報提供に努め
ております。

IRに関する部署（担当者）の設置

　当社におけるIR活動については、経営企画室を担当部署とし、経営企画室長
が統括しております。

　なお、適時開示に関する実務については、管理本部が関係部門と連携のうえ
対応しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

　当社は、環境保全および社会的責任の重要性を認識し、事業活動を通じて持続可能な
社会の実現に貢献することを基本的な考え方としております。

　具体的には、グリーンエネルギー事業、グリーンデジタル事業、グリーンリサイクル事業
およびグリーンファイナンス事業を通じて、環境負荷の低減および資源循環型社会の実現
に取り組んでおります。



ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

　当社は、株主をはじめとするステークホルダーに対して、法令および東京証券取引所の
規則に基づき、適時・適切な情報提供を行うことを基本方針としております。

　情報提供にあたっては、当社ホームページへの掲載等を通じて、公平かつ分かりやすい
開示に努めております。

　なお、現時点では情報提供に関する方針を規程としては定めておりませんが、今後の必
要性を踏まえ、検討してまいります。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

【内部統制システムの整備の状況】

　当社は、財務報告の信頼性確保および業務の適正性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度（J-SOX）に対応した内部統
制システムを整備・運用しております。

　当社は「内部統制に関する基本方針」および「内部統制規程」を定め、当社およびグループ子会社を対象として、内部統制の整備・運用の有効性
向上に継続的に取り組んでおります。

【監査役に関する内部統制】

　監査役は取締役会に出席し、取締役の職務執行状況を監査しております。

　必要に応じて、内部監査部門および各業務部門が監査役の職務を補助する体制としております。

　内部監査部門は代表取締役社長直轄の組織とし、人事および業務評価において独立性を確保しております。

【リスク管理体制】

　当社は、管理本部が中心となり、各部門と連携してリスク管理を行っております。

　監査役および内部監査部門は、各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を取締役会へ報告しております。

　また、危機管理規程を定め、重大な緊急事態発生時には、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、迅速かつ適切な対応を行う体制
としております。

【子会社の業務の適正を確保する体制】

　子会社の管理については「関係会社管理規程」に基づき、管理本部担当取締役が統括管理を行っております。

　グループ経営委員会を定期的に開催し、情報共有および業務運営の効率化を図っております。

　監査役および内部監査部門は、子会社を含めたグループ全体の統制状況を監査しております。

【責任限定契約および役員等賠償責任保険】

　当社は、会社法の規定に基づき、社外取締役および監査役との間で責任限定契約を締結できる旨を定款に定めております。

　また、役員等賠償責任保険契約を締結し、役員が安心して職務を遂行できる環境を整備しております。

【定款上の定め】

　当社は、取締役の員数を10名以内とし、任期を1年と定めております。

　取締役の選任は、累積投票によらず、株主総会において議決するものとしております。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

【反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方】

　当社は、反社会的勢力とは取引関係を含む一切の関係を持たず、また、不当要求に対しては毅然とした態度で対応することを基本方針としてお
ります。

【反社会的勢力排除に向けた整備状況】

　当社は、反社会的勢力への対応を統括する部署として管理本部を定め、不当要求への対応、不当要求対策マニュアルおよび関連規程の整備、
不当要求に関する情報の収集・管理等を行っております。

　また、各グループ会社からの相談に対応するとともに、必要に応じて関係当局と連携する体制を構築しております。

　加えて、年1回、当社グループ全社員を対象とした企業倫理研修を実施し、反社会的勢力排除を含む企業行動指針の周知徹底およびその浸透
状況の確認に努めております。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明



　当社は、現時点において買収防衛策を導入しておらず、また、導入の予定はありません。

　今後につきましては、株主価値および企業価値の向上の観点から、必要に応じて適切に検討してまいります。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

　当社は、今後ともコーポレート・ガバナンスを重要な経営課題の一つと認識し、法令・制度等の最新動向の把握に努めるとともに、社外からの意
見や助言を適切に取り入れながら、より効率性および透明性の高い経営体制の構築を目指してまいります。

　これらの取組みを通じて、経営基盤の強化および中長期的な企業価値の向上を図り、コーポレート・ガバナンス体制の継続的な充実に努めてま
いります。
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